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秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する８条例の改正案の概要について

長 寿 社 会 課

１ 改正理由

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令（平成３０年厚生労働省令第４号）により、次の８省令が一部改正され

たことにより、各老人福祉施設及び介護保険施設に係る人員、設備、運営等に関

する基準を定める８条例について、所要の規定の整備を行う必要がある。

 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

 健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び

運営に関する基準

２ 主な改正内容

 次の各条例に定める施設におけるサービスの提供の方針に身体的拘束等の適

正化を図るための措置を講じなければならないことと定めるとともに、所要

の規定の整備を行うこととする。

① 秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案（議案第１１５号）

② 秋田県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案（議案第１１６号）

③ 秋田県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例案（議案第１１７号）

④ 秋田県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案（議案第１２１号）
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⑤ 秋田県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例案（議案第１２２号）

⑥ 秋田県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案（議案第１２３号）

 秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案（議案第１１９号）

① 指定訪問リハビリテーション事業所に常勤の医師を置かなければならない

こととする。（第５２条関係）

② 指定居宅療養管理指導事業者が定める運営規程に定めなければならない事

項に、通常の事業の実施地域を加えることとする。（第６４条関係）

③ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため

の措置を講じなければならないこととする。（第１５５条関係）

④ その他所要の規定の整備を行うこととする。

 秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例案（議案第１２０号）

① 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所に常勤の医師を置かなければ

ならないこととする。（第５２条関係）

② 指定介護予防居宅療養管理指導の運営規程に定める事項に、通常の事業の

実施地域を加えることとする。（第６３条関係）

③ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るための措置を講じなければならないこととする。（第１４８条関係）

④ その他所要の規定の整備を行うこととする。

３ 施行期日等

 これら８条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。

 この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。

2



秋田県介護保険法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案の概要

長 寿 社 会 課

１ 改正理由

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平

成２９年法律第５２号）による介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部改

正により、介護医療院の開設の許可を受けようとする者等から手数料を徴収する

必要がある。

２ 改正内容

 介護医療院の開設の許可を受けようとする者から、申請１件につき６３，０

００円の手数料を徴収することとする。（別表関係）

 介護医療院の入所定員等の変更（構造設備の変更を伴うものに限る。）の許

可を受けようとする者から、申請１件につき３３，０００円の手数料を徴収す

ることとする。（別表関係）

３ 施行期日

この条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。
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秋田県介護医療院の施設に関する基準を定める条例案の概要

長 寿 社 会 課

１ 制定理由

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平

成２９年法律第５２号）による介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部改

正に伴い、介護医療院の施設に関する基準を定める必要がある。

２ 制定手法

介護医療院の「人員」、「設備」、「運営」に関する基準については、平成３

０年度に限り国の基準省令を都道府県の条例と見なすことができる経過措置が設

けられており、これらについては、３０年度中に改めて条例を制定することと

し、経過措置が設けられていない「施設」に関する基準を先行して制定する。

３ 制定内容

 介護医療院（ユニット型介護医療院を除く。 において同じ。）の基本方針

を定めることとする。（第２条関係）

 介護医療院が有しなければならない施設を定めることとする。（第３条関

係）

 ユニット型介護医療院の基本方針を定めることとする。（第４条関係）

 ユニット型介護医療院が有しなければならない施設を定めることとする。

（第５条関係）

【条例で定めることとする主な基準】

規定事項 基準分類 県基準

談話室、食堂、浴室、調理室等 参 酌 国基準どおり
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４ パブリックコメントにおける意見等への対応等

区分 意見等 対応等

パブリックコメント な し な し

５ 施行期日

この条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。
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秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案の概要

障 害 福 祉 課

１ 改正理由

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第３号）による児童福祉法に

基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚

生労働省令第１５号）の一部改正により、共生型障害児通所支援等の人員及び設

備に関する基準について所要の規定の整備を行う必要がある。

２ 改正内容

 指定児童発達支援事業者及び基準該当児童発達支援の事業を行う者は、規則

で定めるところにより、当該事業を行う事業所ごとに、①から③までのいずれ

か及び児童発達支援管理責任者を置かなければならないこととする。（第５条

及び第２９条関係）

① 児童指導員

② 保育士

③ アからエまでのいずれかで、２年以上障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規

定する障害福祉サービスに係る業務に従事したもの

ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する高等学校又は

中等教育学校を卒業した者

イ 学校教育法第９０条第２項の規定により大学への入学を認められた者

ウ 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（当該課程以外の課程

によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）

エ 文部科学大臣が高等学校卒業者等と同等以上の資格を有すると認定した

者

 児童発達支援、放課後等デイサービスの事業に共生型障害児通所支援を加え、

各事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めることとする。（第２章第５

節、第４章第５節関係）

 指定居宅訪問型児童発達支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

めることとする。（第５章関係）

 その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日等

 この条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。

 この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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秋田県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例案の概要

障 害 福 祉 課

１ 改正理由

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第３号）による児童福祉法に

基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚

生労働省令第１６号）の一部改正により、指定福祉型障害児入所施設の人員及び

設備に関する基準について所要の規定の整理を行う必要がある。

２ 改正内容

 指定福祉型障害児入所について、指定障害者支援施設の指定を受け、かつ、

指定入所支援と施設障害福祉サービスとを同一の施設において一体的に提供し

ている場合については、指定障害者支援施設に関する基準を満たすことをもっ

て、指定福祉型障害児入所施設に関する基準を満たしているものとみなすこと

を可能とする規定を削除する。（第４条、第５条関係）

 その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日等

 この条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。

 この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案の概要

障 害 福 祉 課

１ 改正理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令（平成３０年厚生労働省令第２号）による障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）の一部改正によ

り、共生型障害福祉サービス、指定就労定着支援、指定自立生活援助及び日中

サービス支援型指定共同生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する基準につ

いて所要の規定の整備を行う等の必要がある。

２ 改正内容

 居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練）及び

自立訓練（生活訓練）の事業に共生型障害福祉サービスを加え、各事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定めることとする。（第２章第２節、第４章

第２節、第５章第２節、第８章第２節及び第９章第２節関係）

 指定就労定着支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めることと

する。（第１３章関係）

 指定自立生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めることと

する。（第１４章関係）

 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定めることとする。（第１５章第２節関係）

 その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日

この条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。
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秋田県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案の概要

障 害 福 祉 課

１ 改正理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令（平成３０年厚生労働省令第２号）による障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運

営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号）の一部改正により、指定

障害者支援施設が福祉型障害児入所施設の指定を受け、一体的に支援を提供して

いる場合の従業者の員数及び設備に関する特例を廃止する必要がある。

２ 改正内容

指定障害者支援施設が福祉型障害児入所施設の指定を受け、一体的に支援を提

供している場合の従業者の員数及び設備に関する特例を廃止することとする。

（第５条及び第８条関係）

３ 施行期日等

 この条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。

 この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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秋田県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例案の概要

障 害 福 祉 課

１ 改正理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令（平成３０年厚生労働省令第２号）による障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）の一部改正により、自立訓練

（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）の対象者要件を定める規定を引用する部

分を削る等の必要がある。

２ 改正内容

 多機能型の定義に、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく居宅

訪問型児童発達支援の事業を加えることとする。（第２条関係）

 自立訓練(機能訓練)の対象者要件を定める規定を引用する部分を削り、障害

種別によらず利用できるものとする。（第３５条関係）

 自立訓練(生活訓練)の対象者要件を定める規定を引用する部分を削り、障害

種別によらず利用できるものとする。（第３９条関係）

 その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日

この条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。
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秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例案の概要

障 害 福 祉 課

１ 改正理由

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第３号）による児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）の一部改正により、

福祉型障害児入所施設及び福祉型児童発達支援センターの職員に関する基準につ

いて所要の規定の整理を行う必要がある。

２ 改正内容

福祉型障害児入所施設及び福祉型児童発達支援センターに配置するべき職員の

うち、看護師であったものを看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師）

に改正する。（第３５条、第３９条関係）

３ 施行期日

この条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。
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医療法施行条例の一部を改正する条例案の概要

医 務 薬 事 課

１ 改正理由

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平

成２９年法律第５２号）による医療法（昭和２３年法律第２０５号）の一部改正

に伴い、病院又は診療所の既存病床数の算定に係る介護老人保健施設及び介護医

療院の入所定員数の取扱いについて所要の規定の整備を行う必要がある。

２ 改正内容

 病院又は診療所の既存病床数の算定に係る介護老人保健施設の入所定員数の

取扱いに関する規定を削ることとする。（第３条関係）

 平成３６年３月３１日までの間、病院又は診療所の既存病床数の算定におい

て介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数を既存の療養病床の病床数と

みなす場合には、規則で定める基準によるものとする経過措置を定めることと

する。（附則第３項関係）

３ 施行期日

この条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。

※１ 療養病床について

療養病床には医療保険による医療療養病床と介護保険による介護療養病床が

あり、介護療養病床は平成３６年３月末をもって廃止される。

介護療養病床はそれまでに、介護老人保健施設や平成３０年４月から新設さ

れる「介護医療院」へ転換するなどの対応をする必要がある。

※２ 既存病床の算定について

地域の病床が過剰か不足かについては、既存病床を基準病床と比べることに

より判断している。

これまで、医療計画策定時に療養病床であった病床のうち、医療計画期間内

に介護老人保健施設に転換した病床については、次期医療計画策定時まで、既

存病床として取り扱うこととしていた。

今回、介護療養病床の転換先として新たに「介護医療院」が設けられたこと

から、「介護医療院」に転換する療養病床について、介護老人保健施設に転換

する療養病床と同じ取扱いとするもの。

16

【議案第131号関係】


